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消費生活センター（本庁舎 2 階）
☎ (23) ８８９９ ／ FAX（23）８８２０

相談は無料で秘密は厳守します。気軽にどうぞ。市内の方であれば、どの窓口でも相談できます。■相談業務の案内
相　　　談 日　時 場所／問合先

人権相談 月～金曜日
8 時 30 分～ 17 時 15 分

大平隣保館☎(43)6611 0120-46-7830
厚生センター☎ (24)2444
人権・男女共同参画課☎ (21)2161

配偶者等からの暴力 (DV) 相談 月～金曜日
9 時～ 16 時

配偶者暴力相談支援センター
☎（21）2218

いじめ相談電話 月～金曜日 9 時～ 17 時
※土日祝日･時間外は
　事前に予約が必要

本庁舎/青少年育成センター☎(24)0667
メール：gakusyu03@city.tochigi.lg.jp

青少年相談
( 非行問題・不登校など )

本庁舎/青少年育成センター☎(23)6566
メール：gakusyu03@city.tochigi.lg.jp

家庭児童相談 (0 ～ 17 歳の子ど
もとその家族 )

月～金曜日
9 時～ 16 時

本庁舎 / 家庭児童相談室 ( 子育て支
援課内 )　☎ (21)2227

児童虐待相談 月～金曜日
8 時 30 分～ 17 時 15 分

本庁舎／子育て支援課☎ (21)2227　
※左記以外の時間は☎ 189

（児童相談所全国共通ﾀﾞｲﾔﾙ）

婦人・ひとり親家庭相談 月～金曜日
9 時～ 16 時 本庁舎 / 子育て支援課　☎ (21)2229

障がい児者相談 ( 福祉サービスの
利用・障がいを理由とする差別・合
理的配慮及び虐待防止 )

月～金曜日
8 時 30 分～ 17 時 15 分 本庁舎 / 障がい福祉課 障がい児者相

談支援センター係
☎ (21)2219 FAX (21)2682ひきこもり相談（要予約）

　※事前にお話を伺います。
第 2 木曜日（次回 12 月 9 日）
10 時～12 時、13 時～15 時

就労支援相談（事前に要予約）

(40 歳未満の就労相談 )

第1・3月曜日13時～21時
第1・3土曜日17時～21時

※
祝
日
除
く

栃木勤労青少年ホーム☎ (22)3113

第2・4月曜日13時～21時
第1・3土曜日13時～16時 大平勤労青少年ホーム☎ (43)5191

高齢者相談
（介護や福祉、生活全般、虐待） 月～金曜日

8 時 30 分～ 17 時 15 分
本庁舎／栃木中央地域包括支援セン
ター ☎（21）2245・2246

もの忘れ相談
（認知症の専門員による相談）

12 月 10 日（金）
10 時～ 11 時 30 分

本庁舎 1階 市民スペース／栃木中央地域
包括支援センター☎（21）2171・2246

相　　　談 日　時 場所／問合先

弁護士相談（事前に要予約）

（弁護士が法的な見解等を助言 )
※予約開始
  　1 月分：12/1（水）～
  　2 月分： 1/4（火）～
　( 各日 8 時 30 分より受付 )

※ 同じ案件での相談は 2 回まで
（異なる会場で相談しても同様）

12月10日（金）、24日（金）
1 月 14 日（金）、28 日（金）
10 時～ 12 時

本庁舎 2 階 市民相談室
市民生活課☎ (21)2122

1 月 20 日（木）
10 時～ 12 時

大平隣保館
☎(43)6611 0120-46-7830

12 月 20 日（月）
10 時～ 12 時

藤岡公民館 1 階 研修室
市民生活課☎（21）2122

12 月 28 日（火）
10 時～ 12 時

都賀総合支所 別館 2 階 会議室
市民生活課☎（21）2122

1 月 25 日（火）
10 時～ 12 時

西方総合支所 1 階 会議室
市民生活課☎（21）2122

12 月 16 日（木）
10 時～ 12 時

岩舟総合支所会議室棟 1 階第 1 会議室
市民生活課☎（21）2122

法律相談（事前に要予約）
※栃木市社会福祉協議会主催

12月7日（火）、21日（火）
9 時～ 12 時

大平地域福祉センター ふるさとふれあい館
/社会福祉協議会大平支所☎(43)0294

宅地建物相談（売買や賃貸借、所有と管理）
予約開始：12/1（水）8時 30分～

12 月 17 日（金）
10 時～ 12 時 本庁舎 2 階 市民相談室

市民生活課☎ (21)2122行政書士相談（相続・遺言、農地転用、開発行
為等の手続き）予約開始：12/1（水）8時30分～

12 月 17 日（金）
14 時～ 16 時

消費生活相談（商品やサービスな
ど消費生活全般）

月～金曜日
9 時～ 16 時

本庁舎 2 階 消費生活センター
☎ (23)8899 FAX (23)8820

合同相談

( 行政相談・人権相談 )

　♦移動県民相談も同時開設

♦12月14日（火）、28日（火）
10 時～ 12 時　

本庁舎 2 階 市民相談室
市民生活課☎ (21)2122

1 月 20 日（木）
10 時～ 12 時

大平総合支所 1 階 相談室
市民生活課☎（21）2122

12 月 8 日（水）
10 時～ 12 時

藤岡公民館 1 階 研修室
市民生活課☎（21）2122

12 月 28 日（火）
10 時～ 12 時

都賀総合支所 別館 2 階 大会議室
市民生活課☎（21）2122

1 月 25 日（火）
13 時 30 分～15 時 30 分

西方公民館 2 階 小会議室
市民生活課☎（21）2122

12 月 16 日（木）
13 時 30 分～15 時 30 分

岩舟総合支所会議室棟 1 階第 1 会議室
市民生活課☎（21）2122

市民相談
( 日常生活の問題など )

月～金曜日
9 時～ 17 時

本庁舎 2 階 市民相談室
市民生活課☎ (21)2122

暖房器具の取扱いに注意

　寒い時期を迎え、暖房器具を使用する機会が増えてきました。しばらく使用してい
なかった暖房器具を手入れせずに使用することによって、火災が発生することがあり
ます。火を扱うストーブやファンヒーターなどが原因になることが多いですが、火を
扱わない電気ストーブや電気こたつが原因の火災も多く発生しています。これは、電
気器具で火災は発生しにくいだろうという油断や誤解があり、間違った使い方をして
火災が発生しています。取扱説明書をよく確認し、使用前には清掃や点検を行うよう
にしましょう。
　また、異常を感じた時には直ちに使用を中止し、販売店や製造メーカーのサービス
部門で点検を受けるように心がけてください。
　暖房器具をこれから使い始める方、もうすでに使っている方も、もう一度安全な使
用方法を確認して、暖かい冬をお迎えください。
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酵素温浴 Refeel
蔵の街とちぎビジネスプランコンテスト 2020 最優秀賞

暖房器具使用時の注意点
・カーテンや衣類、布団など燃えやすいものの近くでは使用しない。
・洗濯物の乾燥に使用しない。
・昨シーズンの使い残した灯油を使わない。
・給油は火を消してから行う。
・換気を十分に行う。
・電源コードやコントローラーに異常がないか点検する。
・電気毛布や電気カーペットは使用前にヒーター線などの点検をする。
・就寝時や外出時など、その場を離れる時は電源を切る。
・子どもが触れないような環境づくりをする。
・スプレー缶やライターなどを近くに置かない。

　

　
　自然の発酵熱で温める乾式のお風呂「酵素風呂」の良
さを、より多くの人に。「女性専用の酵素温浴サロン」の
ビジネスプランで、昨年度のビジネスプランコンテスト
最優秀賞に選ばれた、増山さんにお話を伺いました。

２度の開業延期を乗り越えて
栃木市出身の増山さん。「小・中・高とずっとバレー

ボールをやっていました」。高校卒業後は、市内の酒類
製造メーカーに就職。高校で習得した簿記などの知識を
活かして、事務職として長年勤務しました。

以前は、婦人科疾患による体調不良やデスクワーク
による疲労に悩んでいたという増山さん。知人に勧めら
れて「酵素風呂」を体験し、衝撃を受けたといいます。

「酵素風呂の良さを多くの人に知ってもらいたい」とい
う思い、そして「仕事人生あと半分ちょっと」と、これ
からのことを考えた時に「やってみてもいいかな」とい
う意欲が重なり、開業のための勉強を始めました。

東日本台風の影響、そしてコロナの緊急事態宣言の
ため、2 度の開業延期を迫られましたが、昨年 6 月に

「酵素温浴 Refeel」をオープンしました。

より心地よく、リラックスできるお店に
　酵素の発酵に用いるものとして、発熱量の高い米ぬか
100％で行うお店もあるなか、増山さんは、気軽に来店
してほしいと、香りの良いヒノキパウダーを取り入れてい
ます。開業前からコロナウイルスの流行に振り回された
こともあり、予約は一人利用またはご家族・知人同士の
プライベート利用に限り、一組ごとに徹底した換気・消毒
を行っているそうです。ひとりひとり丁寧にカウンセリン
グし、悩みや要望に応えることにも気を配ります。「今後、
アロマを使ったトリートメントなども取り入れて、より心地
よい体験ができるお店を目指していきたいです。」
　また、現在は育児にも追われる日々ですが、自営業に
なったことで、空いた時間をうまく使えているといいます。

「自分がこうやって仕事をしている姿を娘に見せられると
いうのはいいところなのかな、という風に思いますね。」

地元のことを広げていきたい
　遠方から来たお客様に、栃木の食べ物や観光のことな
どもよく聞かれるようになったという増山さん。地元
の友人のお店や SNS でつながるお店なども紹介したい、
といいます。「帰りにちょっと寄っていただけるような

（地元の）ガイドのようなものを作って、お店に置けたら。
お客様と話をして、そこで広がるコミュニ
ケーションがうれしいな、と感じています。」

Instagram「酵素温浴 Refeel」　 


